
 
 

平成 27 年度 第 2 回車両安全対策検討会 
平成 27 年 11 月 19 日 

規制改革実施計画 

 
平成 27 年 6 月 30 日 
閣 議 決 定 

 
 
 近年、国内外の情勢変化のスピードが一層増す状況下において、我が国が豊

かで活力ある国で有り続けるためには、不断の規制改革の取組を通じて、時代

に適合した規制の在り方を模索し、実現していかなければならない。これによ

り国民生活の安定・向上及び経済活性化への貢献、並びにそれらを通じた国の

成長・発展を図ることは、内閣の重要課題の一つとなっている。 
この課題に強力かつ着実に取り組むため、規制改革を総合的に調査審議する

内閣総理大臣の諮問機関である「規制改革会議」を平成 25 年１月に設置した。 
規制改革会議においては、一昨年及び昨年の２次にわたり「規制改革に関す

る答申」を提出した。その後引き続き成長戦略の推進及び国民への多様な選択

肢の提供につながる規制改革を中心に検討を行い、平成 27 年６月 16 日に「規

制改革に関する第３次答申」が内閣総理大臣に提出された。 
当該答申を踏まえ、対象となった規制や制度、その運用等については直ちに

改革に着手し、期限を定めて着実に実現を図っていくため、下記のとおり規制

改革実施計画を定める。 

 
記 

 
Ｉ 共通事項 

 
１～４ （略） 
５ 規制改革ホットラインの設置 

広く国民・企業から寄せられる規制改革要望（各種手続きの簡素化等を含

む。）については、常時受付、迅速に対応することとし、内閣に「規制改革

ホットライン」を平成 25 年３月 22 日に設置した。 
内閣府は、寄せられた要望について、関係府省に随時検討要請し、その回

答を取りまとめ、公表するとともに、規制改革会議に報告する。 
６～８ （略） 
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